
乳児等通園支援事業
（こども誰でも通園制度）

令和７年11月

富士見市子ども未来部保育課



１．乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について

• 令和６年６月の子ども・子育て支援法等の一部改正により、新たな給付制度として
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）が創設されました。

乳児等通園支援事業とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境
を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに
かかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労
要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる制度です。

令和８年度

乳児等支援給付

・法律に基づく
新たな給付制度

・月10時間まで給付対象

令和７年度

乳児等通園支援事業

 ・法律上制度化
「地域子ども子育て支援事業」

 ・補助金として実施
 ・月10時間まで補助対象

令和６年度

試行的事業

・制度の本格実施を見据えた
試行的事業

・補助金として実施
・月10時間まで補助対象

令和８年度から
全自治体で実施



（こども家庭庁作成『「こども誰でも通園制度について」～基礎資料集～』より抜粋）
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利用者

事業所

市区町村
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２．乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の制定

• 乳児等通園支援事業は、児童福祉法において、市の認可事業として新たに位置づけ
られており、その認可に関する基準については、国が定める「乳児等通園支援事業
の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）」を踏まえ、市の条例で
定める必要があります。

• 市の条例制定にあたっては、内閣府令が定める従うべき基準と参酌すべき基準の
区分に従い、定めることとなります。

≪従うべき基準と参酌すべき基準≫

従うべき基準 参酌すべき基準

法的効果

・「従うべき基準」とは、必ず適合しなけれ

ばならない基準

・条例の内容は、法令の「従うべき基準」に

従わなければならない

・「参酌すべき基準」とは、十分参照しなけ

ればならない基準

・条例の制定に当たっては、法令の「参酌す

べき基準」を十分参照した上で判断しなけれ

ばならない
異なるもの

を 定 め る

ことの許容

の程度

法令の「従うべき基準」と異なる内容を定め

ることは許容されないが、当該基準に従う範

囲内で、地域の実情に応じた内容を定めるこ

とは許容

法令の「参酌すべき基準」を十分参照した結

果としてであれば、地域の実情に応じて、異

なる内容を定めることは許容

備考

「従うべき基準」の範囲内であることについ

て説明責任

⇒基準の範囲を超える場合は違法

参酌する行為を行ったかどうかについて説明

責任

⇒「参酌する行為」を行わなかった場合は

違法



２．乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の制定

条例（案）の概要

➢国が内閣府令に定める基準と同一の内容で条例を制定

➢小規模保育事業等の設備運営基準と概ね同等の規定

• 余裕活用型…保育所等において、利用児童が定員に達しない場合に、利用定員の範囲内で受入れ

• 一般型（在園児合同）…保育所等の定員とは別に、本事業の定員を設定（専用スペースを設けない）

• 一般型（専用室独立）…保育所等の定員とは別に、本事業の定員を設定（専用スペースを設ける）

※条例上は「余裕活用型」と「一般型」の２区分

主な事項 余裕活用型 一般型（在園児合同・専用室独立）

対象施設

保育所、認定こども園、
家庭的保育事業等（居宅
訪問型保育事業を除く）
を行う事業所

保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的
保育事業所、幼稚園など

設備の基準 各施設の基準を遵守

【０・１歳児】
乳児室：1.65㎡/人 又は ほふく室：3.3㎡/人

【２歳児】
支援室又は遊戯室：1.98㎡/人



２．乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の制定

主な事項 余裕活用型 一般型（在園児合同・専用室独立）

人員配置
基準

各施設の基準を
遵守

乳幼児の年齢及び人数に応じて保育従事者等を配置
【０歳児】３：１以上
【１・２歳児】６：１以上
・従事者のうち半数以上は、保育士（保育士以外の従事者は、
特定の研修を修了した者。）とする。
・１事業所につき、配置する従事者が２人を下回ることはで
きない。
※従事者は、専ら当該事業に従事する者でなければならない。
ただし、保育所等と一体的に運営される場合は、緩和措置
（次ページ参照。）あり。

条例（案）の概要



２．乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の制定

≪一般型における職員配置の緩和規定≫



２．乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の制定

条例（案）の概要（「余裕活用型」「一般型」共通）

主な事項 内容

非常災害対策 少なくとも毎月一回、避難及び消火に関する訓練を行わなければならない。

安全計画の策定

事業所の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、
取組等を含めた当該事業所での生活その他の日常生活における安全に関す
る事項についての計画を策定しなければならない。
など

自動車運行

利用乳幼児の事業外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の
移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、
点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握できる方法により、利用乳幼
児の所在を確認しなければならない。
など

職員の一般的条件

職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業
に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際につい
て訓練を受けた者でなければならない。

利用乳幼児の
取扱い

利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する経費を負担するか
否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

虐待等の禁止
職員は、利用乳幼児に対し、暴行・わいせつ行為などその他利用乳幼児の
心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。



２．乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の制定

条例（案）の概要（「余裕活用型」「一般型」共通）

主な事項 内容

衛生管理
利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的
な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 ほか

食事
食事の提供を行う場合（施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含
む。）においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、
保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

内部の規程
（重要事項）

事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
１．事業の目的及び運営の方針
２．提供する乳児等通園支援の内容
３．職員の職種、員数及び職務の内容
４．乳児等通園支援を行う日及び時間並びに行わない日
５．保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
６．乳児及び幼児の区分ごとの利用定員
７．乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用
に当たっての留意事項

８．緊急時等における対応方法
９．非常災害対策
１０．虐待の防止のための措置に関する事項
１１．その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項



２．乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の制定

条例（案）の概要（「余裕活用型」「一般型」共通）

施行期日

・公布の日

主な事項 内容

帳簿
事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにす
る帳簿を整備しておかなければならない

秘密保持
事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又は
その家族の秘密を漏らしてはならない。
など

苦情への対応

事業者は、その行った乳児等通園支援に関する利用乳幼児又はその保護者
等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための
窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
など

支援の内容
保育所保育指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼
児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。



３．本格実施に向けたスケジュール

令和７年 ９月 実施事業者の募集

11月 富士見市こども家庭福祉審議会（条例案・計画）

12月 認可基準条例の制定

令和８年 １月 事業の認可・確認申請開始

利用者の利用認定申請開始

３月 富士見市こども家庭福祉審議会（条例案・認可・確認）

確認基準条例の制定

４月 事業運営開始
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